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外国人を雇用する事業者の方へ
(市・県民税の納付)
　雇用する外国人が退職・帰国(出国)するときは、市・県民
税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご
案内ください(日本人と外国人で手続方法などが異なるもの
ではありません)。
残りの市・県民税(特別徴収税額)の一括徴収
　外国人本人から申し出がある場合は、退職時に支給する給
与や退職金から、残りの市・県民税を一括して徴収すること
ができます。
※1～5月に退職する場合は、申し出の有無にかかわらず一括
徴収を行う必要があります。
納税管理人の選任
　帰国する外国人が、日本から出国するまでの間に市・県民
税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居
住する方の中から本人に代わり税金関係の手続きを行う方
(納税管理人)を定め、市に届け出る必要があります。
詳しくは総務省ホームページへ
　総務省ホームページに、詳細や外国人向けの案内パンフ
レット(5か国語対応)が掲載されていますので、ご覧ください。
■問い合わせ先
　税務課　☎(32)8891

宝くじの助成事業で地域活動を活性化

　(一財)自治総合センターでは、宝くじの
収入を財源にコミュニティ助成事業を実
施しています。このたび、薬師寺一丁目
自治会がこの事業を活用し、自治会にお
ける積み立てとあわせて、新たに自治会
公民館を建設しました。
　宝くじの収益金は、このほかにも、高
齢化・少子化対策、防災対策、公園整備
など、皆さまの日常生活に役立つように
使われています。

■問い合わせ先
　市民協働推進課　☎(32)8887

渡良瀬遊水地ヨシ焼き

　渡良瀬遊水地全域でヨシ焼きを実施します。当日
や実施後は、灰や煙が広範囲に飛散し、ご迷惑をお
かけすることがありますが、ヨシ焼きの必要性をご
理解いただき、ご協力をお願いします。
■日時　3月1日㈯　午前8時30分～
※悪天候時は、第1予備日2日㈰、
第2予備日8日㈯、第3予備日9日㈰
に延期。
■問い合わせ先
　渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会
　実施本部　☎0282(62)1161

広告 広告

下野市共通商品券を忘れずに
お使いください
　下野市共通商品券には使用期限があります。期
限が過ぎた後のご利用や未使用券の払い戻しはで
きませんので、使い忘れのないようご注意くださ
い｡
■使用期限　2月28日㈮
■問い合わせ先
　石橋商工会　　☎(53)0463
　下野市商工会
　　本所　　　　☎(44)0202
　　南河内支所　☎(48)0059
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